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三
輪
田
高
房
の
鎮
魂
伝
授
に
つ
い
て 

 

要
旨 

 

本
発
表
で
は
三
輪
田
高
房
自
筆
の
日
誌
資
料
等
を
用
い
て
「
三
輪
田
高
房
の
生
涯
」
、「
鎮
魂
伝
授
の
記
録
」、「
鎮

魂
伝
授
の
そ
の
後
」
と
い
う
観
点
か
ら
高
房
の
行
っ
た
鎮
魂
伝
授
の
現
代
的
な
意
義
を
考
察
す
る
。 

三
輪
田
高
房
は
文
政
八
年
（
一
八
二
五
）
伊
予
国
久
米
郡
久
米
村
に
鎮
座
す
る
日
尾
八
幡
宮
祀
官
三
輪
田
清
敏

の
次
男
と
し
て
生
ま
れ
る
。
高
房
の
生
涯
は
大
き
く
四
つ
の
時
期
に
区
分
さ
れ
る
。
第
一
期
は
幕
藩
体
制
下
で
松

山
藩
の
儒
者
と
し
て
儒
学
を
教
授
し
た
時
期
で
、
第
二
期
は
維
新
後
神
官
教
導
職
を
兼
務
し
た
時
期
で
、
第
三
期

は
神
宮
教
院
、
神
宮
教
、
神
宮
奉
斎
会
の
教
師
と
し
て
活
動
し
た
時
期
で
、
第
四
期
は
晩
年
職
を
辞
し
、
隠
居
の

身
と
な
っ
た
時
期
で
あ
る
。
没
年
は
明
治
四
十
三
年
で
享
年
八
十
五
歳
で
あ
っ
た
。 

高
房
に
よ
る
鎮
魂
伝
授
は
明
治
十
九
年
か
ら
同
二
十
六
年
に
か
け
て
の
七
年
間
程
に
集
中
し
て
い
る
。
こ
の
頃

既
に
六
十
代
の
老
齢
で
明
治
二
十
二
年
八
月
に
は
神
宮
教
を
辞
職
し
て
お
り
（
明
治
二
十
六
年
五
月
以
降
は
神
宮

教
院
改
正
に
伴
い
復
任
し
て
い
る
）、
伝
授
は
あ
く
ま
で
も
個
人
的
な
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
受
伝
者
は
高

房
身
辺
の
神
宮
教
関
係
者
を
始
め
と
し
て
全
国
各
地
の
神
職
な
ど
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
高
房
は
明
治

二
十
五
年
七
月
、『
大
八
洲
雜
誌
』
巻
之
七
十
三
に
「
神
に
つ
か
へ
奉
る
人
た
ち
に
つ
ぐ
」
と
題
し
た
鎮
魂
行
事
を

紹
介
す
る
文
章
を
投
稿
し
て
お
り
、
以
降
鎮
魂
に
関
わ
る
問
い
合
わ
せ
が
増
加
し
て
い
る
。 

高
房
が
鎮
魂
行
事
を
伝
授
し
た
中
に
当
時
神
宮
教
に
勤
め
て
い
た
叶
真
吉
と
い
う
人
物
が
い
る
。
森
津
倫
雄

『
石
上
神
宮
の
鎮
魂
祭
』
所
収
の
「
自
修
鎮
魂
式
相
傳
覺
書
」
に
よ
る
と
叶
真
吉
は
そ
の
後
昭
和
九
年
二
月
十
八

日
、
三
輪
田
高
房
よ
り
伝
え
ら
れ
た
鎮
魂
行
事
を
石
上
神
宮
宮
司
森
津
倫
雄
に
伝
授
し
て
い
る
。 

現
在
、
神
社
神
道
で
は
神
道
行
法
と
し
て
禊
祓
行
事
と
共
に
鎮
魂
行
事
が
道
彦
制
度
に
よ
っ
て
全
国
的
に
行
わ

れ
て
い
る
が
、
鎮
魂
行
事
は
石
上
神
宮
に
伝
え
ら
れ
た
法
式
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
神
社
神
道
で
行
わ
れ

る
鎮
魂
行
事
の
由
来
を
遡
れ
ば
本
発
表
で
述
べ
た
三
輪
田
高
房
が
行
っ
た
鎮
魂
伝
授
に
た
ど
り
着
く
と
い
う
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
。 

 

以
上 


